
  平成 12年１月 26日付制定の本県取扱い「屋根の葺替え、防水工事に係る大規

模の修繕（建築確認の対象）の取扱いについて」の廃止について 

令和６年 11月 27日  

鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課  

 

標題の取扱いは、廃止します。 

 

○廃止する理由 

標題の取扱いは、既存の資料（建設省の通達 昭和 42年１月７日付住指発第２号「倉庫を用途変更して

共同住宅にした事例について」）を基に、大規模な修繕の対象について鳥取県で独自に定めたものであっ

た。 

この度、国土交通省住宅局建築指導課長通知（和６年２月８日付け国住指第 3 5 5 号「屋根及び外壁の

改修に関する建築基準法上の取扱いについて」）が発出されたことから、当該取扱いを廃止するもの。 

 

＜参考：廃止する取扱い＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


